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各 教 育 局 長

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く） 様

（各市町村立小学校長及び義務教育学校長）

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 泉 野 将 司

通学路における交通安全の確保の徹底について（通知）

令和４年（2022年）４月20日付け事務連絡により「通学路における合同点検」に

関する令和３年度末の実施状況を報告していただいたところですが、この度、文部

科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課から別添写しのとおり、

通学路の交通安全の確保に向けた取組状況をとりまとめた旨、事務連絡があったの

で通知します。

本道（札幌市を除く）における令和３年度末現在の状況は、学校・教育委員会に

よる対策必要箇所1,528箇所のうち、対策済みは1,470箇所、未対策は58箇所であり、

令和３年度末現在の未対策58箇所のうち、令和４年５月末までに対策済みは24箇所、

交通安全教育など一部対策済みは34箇所となっています。

つきましては、本年度以降に実施する予定の対策について、可能な箇所から速や

かに実施していただくようお願いいたします。

なお、令和４年（2022年）６月22日付け教生学第329号「通学路交通安全プログ

ラムに係る『通学路における合同点検』結果公表状況について」により通知してい

るとおり、地域住民等の協力を得るためにも、推進体制の構成及び基本的方針（通

学路交通安全プログラム）の内容、合同点検によって抽出した対策必要箇所（対策

箇所図及び対策一覧表）等について、適切に情報発信することが極めて重要である

ことから、これらの情報をホームページ等により公表するよう改めてお願いいたし

ます。

また、各学校におかれましては、児童生徒に対して、自らの交通ルール遵守はも

とより、周囲の状況に注意して通行する必要があることを指導するとともに、校区

の危険箇所における注意すべきポイントについて、保護者や地域ボランティア等が

共通理解を図り、効果的な見守り活動が実施されるようにする等、一層の交通安全

確保の取組を推進していただくようお願いいたします。

（学校安全係）










